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「
健
康
寿
命
」
と
は
、
健
康
上
の
問
題

で
日
常
生
活
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
な
く
生

活
で
き
る
期
間
の
こ
と
。
平
均
寿
命
と
健

康
寿
命
の
差
は
、
男
性
９
・
１
３
年
、
女

性
12
・
６
８
年
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
不
健
康
な
期
間
を
短
く
す
る
た
め

に
は
、
生
活
習
慣
病
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と

が
大
切
で
す
。
年
に
１
回
の
特
定
健
診
を

上
手
に
活
用
し
て
、
〝
元
気
で
長
生
き
〞

を
め
ざ
し
ま
し
ょ
う
。

リスク 中

リスク 低

リスク 高

+
①腹囲が男性85㎝以上
　　　　女性90㎝以上

①血糖が高い
②血圧が高い
③脂質が基準外
④喫煙習慣がある

年１回の健診で

健康寿命
UP!

60 65 70

79.55歳

70.42歳

86.30歳

73.62歳

75 80 85 90（年齢）

「健康日本 21（第２次）の推進に関する参考資料」より

男性
平均寿命

健康寿命

平均寿命

健康寿命
女性

9.13年

12.68年

動機づけ
支 援

情 報
提 供

積 極 的
支 援

特
定
健
診
を
活
用
し
て
、

「
健
康
寿
命
」を
延
ば
そ
う

今
年
も
受
け
よ
う

特
定
健
診

今
年
も
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
着
目
し
た
特
定
健
診
・
保
健
指
導
が
始
ま
り
ま
す
。

体
の
状
態
を
定
期
的
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
よ
い
機
会
で
す
。

年
に
１
回
必
ず
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

まず特定健診を受けます

【階層化のしかた】内臓脂肪が蓄積し、リスクが重なっている人を抽出します。

2013年度から
「第２期」がスタート

　特定健診・保健指導は、2008年度からスタートした国の事業です。2008～ 2012年度で「第
１期」が終了し、2013 年度からは「第２期」がスタートします。第２期では、ヘモグロビン
A1cの表記が国際標準値に変わるなどの変更がありますが、基本的な流れは第１期と同じです。

② BMI※が25以上

内臓脂肪をチェック リスクの重なりをチェック

健診結果をもとに階層化

※BMI ＝体重（kg）÷身長（m）2

尿
・
腎
機
能

代

謝

系

肝

機

能

脂

質

診

察

※
医
師
の
判
断
に
基
づ
き
選
択
的
に

実
施
す
る
項
目
…
ヘ
マ
ト
ク
リ
ッ

ト
値
・
血
色
素
量
・
赤
血
球
数
・

12
誘
導
心
電
図
・
眼
底
検
査

問
診

身
長

体
重

肥
満
度

腹
囲

身
体
診
察

血
圧

中
性
脂
肪

Ｈ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル

Ｌ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル

Ａ
Ｓ
Ｔ
（
Ｇ
Ｏ
Ｔ
）

Ａ
Ｌ
Ｔ
（
Ｇ
Ｐ
Ｔ
）

γ
‐Ｇ
Ｔ
（
γ
‐Ｇ
Ｔ
Ｐ
）

空
腹
時
血
糖

ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
Ａ
１
ｃ

尿
糖

尿
た
ん
ぱ
く

い
ず
れ
か

１
つ

【対 象 者】 40 ～ 74歳の被保険者と被扶養者
【必須項目】 １項目でも欠けると、特定健診を受けたことになりません。

必須項目は必ず受診してください。

【特定保健指導の実施方法】対象となった人には、当健保組合からご連絡します。保健師
などプロのサポートを受けて、生活習慣の改善に取り組みま
しょう。

初回面接
＋６カ月後の評価

対象となった人に特定保健指導を実施

初回面接＋３カ月以上の継続的支援
＋中間評価＋６カ月後の評価

動機づけ
支 援

積 極 的
支 援

歳

85 90

●平均寿命と健康寿命の差















増
え
続
け
る
高
齢
者
医
療
費
に

今
の
し
く
み
は
も
た
な
い

約
40
兆
円
の
国
民
医
療
費
の
う
ち
、
65
歳
以

上
の
高
齢
者
医
療
費
は
５
割
強
を
占
め
て

い
ま
す
。
団
塊
の
世
代
が
75
歳
以
上
に
達
す
る

平
成
37
年
に
は
国
民
医
療
費
は
62
兆
円
、
そ
の

う
ち
65
歳
以
上
の
医
療
費
割
合
は
６
割
強
、
75

歳
以
上
医
療
費
割
合
で
は
５
割
近
く
に
な
る
と

見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

高
齢
者
医
療
費
は
、
そ
の
多
く
を
健
保
組
合

等
の
医
療
保
険
が
納
め
る
納
付
金
に
よ
っ
て
支

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
後
も
増
え
続
け
る
高
齢

者
医
療
費
を
支
え
る
負
担
の
し
く
み
を
今
の
ま

ま
に
し
て
お
く
と
、
健
保
組
合
を
は
じ
め
各
医

療
保
険
制
度
は
早
晩
立
ち
行
か
な
く
な
り
、「
国

民
皆
保
険
制
度
」
は
維
持
で
き
な
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。

　

高
齢
者
医
療
費
へ
の
納
付
金
は
年
々
増
加
し
、

健
保
組
合
平
均
で
は
保
険
料
収
入
の
45
％
が
納

付
金
に
あ
て
ら
れ
て
お
り
、
近
々
50
％
を
超
え

る
も
の
と
見
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

健
保
組
合
で
は
、
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
納

付
金
を
捻
出
す
る
た
め
、
積
立
金
を
取
り
崩
し
、

保
健
事
業
を
見
直
す
な
ど
の
財
政
対
策
を
続
け

て
い
ま
す
が
、
現
役
世
代
の
保
険
料
に
頼
っ
た

納
付
金
方
式
は
す
で
に
限
界
に
達
し
て
い
ま
す
。

平
成
26
年
４
月
か
ら
消
費
税

ア
ッ
プ
、
そ
の
財
源
で
納
付
金

の
見
直
し
を

「
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
関
連
法
」
成
立

に
際
し
て
大
き
な
争
点
と
な
っ
た
の

が
、
消
費
税
の
引
き
上
げ
で
す
。
現
行
の
５
％

を
平
成
26
年
４
月
に
８
％
へ
、
27
年
10
月
に

10
％
へ
引
き
上
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
引

き
上
げ
分
の
う
ち
、
１
％
程
度
（
約
２
・
７
兆

円
）
は
子
育
て
支
援
の
充
実
を
は
じ
め
と
す
る

〝
社
会
保
障
の
充
実
〞
に
、
４
％
程
度
（
約
10
・

８
兆
円
）
を
〝
社
会
保
障
の
安
定
化
〞
の
た
め

の
財
源
と
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

　

政
権
を
奪
還
し
た
自
民
党
は
、
昨
年
末
の
衆

院
選
挙
で
「
高
齢
者
医
療
制
度
は
現
行
制
度
を

基
本
に
、
消
費
税
を
中
心
と
し
た
財
源
確
保
を

健保組合の今後を左右する
「国民会議」の議論に注目を！

前
提
に
同
制
度
へ
の
公
費
負
担
の
増
加
を
図
り
、

国
保
、
協
会
け
ん
ぽ
、
組
合
健
保
な
ど
の
保
険

料
率
の
上
昇
を
抑
制
す
る
な
ど
に
よ
り
、
国
民

皆
保
険
制
度
を
守
る
」
こ
と
を
公
約
に
掲
げ
ま

し
た
。

　

前
期
・
後
期
な
ど
高
齢
者
医
療
制
度
の
枠
組

み
自
体
を
ど
う
す
る
の
か
、
公
費
を
ど
の
程
度

投
入
し
、
納
付
金
の
し
く
み
を
ど
う
見
直
す
の

か
。
こ
う
し
た
高
齢
者
医
療
制
度
の
見
直
し
は
、

社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
関
連
法
に
規
定
さ
れ

た
「
社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議
」
で
今
年

８
月
ま
で
議
論
さ
れ
ま
す
。
保
険
料
と
税
の
負

担
の
あ
り
方
等
を
根
本
か
ら
議
論
し
て
ほ
し
い

も
の
で
す
。

今の高齢者医療制度が始まった平成20年度以降、健保財政は急激に悪化しています。

財政悪化の主因である高齢者医療制度については、昨年8月の「社会保障・税一体改革関連法」の成立を受けて

設置された「社会保障制度改革国民会議」で議論され、今年8月までに結論を得ることとなりました。

「
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
関
連
法
」
成
立

消
費
税
８
％
に

消
費
税
10
％
に

H27
10月

H25
8 月

H26
4 月

H24
8 月

H24
11月

「
社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議
」
設
置

年金 介護

医療  少子化

4分野に
ついて議論
→結論を出す

制度改革
スタート
（予定）

●社会保障制度改革のスケジュール

医療制度 の話題

（兆円）
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34.8

H20 H21 H22 H23 H27 H37（年度）

36.0 37.4 38.6

61.8

11.4
（32.8％）

12.0
（33.4％）

12.7
（33.9％）

13.3
（34.5％）

16.9

28.0

※「社会保障に係る費用の将来推計の改定につ
いて（平成24年3月）」の改革シナリオに
よる推計ベース

（実績見込み）

国民医療費

後期高齢者（75歳以上）医療費

※（　）内は後期高齢者医療費の
　 国民医療費に占める割合 45.7

医療費の動向






